
【議事２関係】 

 

第１３回山口市景観賞について 

 

１ 表彰制度 

山口市景観形成基本方針第４章「２ 推進方策」に掲げる「表彰制度の活用」に基づき、以下の４部門に

ついて実施している。 

景観写真コンテスト 
作品の募集、応募作品の展示を通じて対象を絞らず広く市民に景観の

意識啓発が期待できる写真コンテスト 

景観優良建築物表彰 地域の良好なまちなみや景観の保全・創出に貢献する建築物を表彰 

景観優良広告物表彰 
地域の良好なまちなみや景観の創出に貢献する屋外広告物に それが

掲出される建築物等を含めて表彰 

景観づくり活動表彰 地域の良好なまちなみや景観の保全・創出に貢献する活動団体を表彰 

   

【参考：これまでの開催状況】 

回数 内容 テーマ 応募件数 

第１回（Ｈ２５度） 景観写真コンテスト 私が好きな山口の景観 １２７ 

第２回（Ｈ２６度） 景観写真コンテスト 「やまぐちの夏」～あなたに見せたい ６４ 

第３回（Ｈ２７度） 景観写真コンテスト 

山口市誕生 10 周年!! 

未来に伝えたい山口らしさ（一般） 
１２９ 

やまぐちの美しい風景（小学生） １６ 

第４回（Ｈ２８度） 
景観優良建築物表彰 

景観優良広告物表彰 
‐ ３１ 

第５回（Ｈ２９度） 景観づくり活動表彰 ‐ ９ 

第６回（Ｈ３０度） 景観写真コンテスト 
地域の営みと景観（一般） ６８ 

気になる景観（小学生） ９４ 

第７回（Ｒ元度） 
景観優良建築物表彰 

景観優良広告物表彰 
‐ １２ 

第８回（Ｒ２度） 景観写真コンテスト 
歩きたい道（一般） １２９ 

音のある風景（小学生） ９４ 

第９回（Ｒ３度） 景観づくり活動表彰 ‐ １２ 

第１０回（Ｒ４度） 景観写真コンテスト 
そばにある風景（一般） ５８ 

未来へ残したい風景（小学生） ４３ 

第１１回（Ｒ５度） 景観優良建築物表彰 ‐ ５ 

第１２回（Ｒ６度） 景観写真コンテスト 
「世界に発信！山口市」（一般） ６４ 

〃      （小学生） ３６ 

 

２ 令和７年度事業（案）について 

景観写真コンテストについては、応募のし易さ等から一定の応募件数はある一方で、景観優良建築物

表彰、景観優良広告物表彰及び景観づくり活動表彰については、応募件数が減少傾向にあることから、

こうした状況等を踏まえ、令和７年度は、前年度と同様、「景観写真コンテスト」を実施したいと考える。 

なお、令和８年度以降の実施内容等については、事務局において改めて検討する。 

 

資料４ 



【議事２関係】 

 

第１３回山口市景観賞「景観写真コンテスト」 実施概要（案） 
 

1 募集テーマ（案）  

山口市誕生２０周年「未来に伝えたい山口の〇〇」 

 

■目的 

平成１７年１０月１日に１市４町が合併し、新たな山口市が誕生して２０周年を迎えることから、山口市

誕生２０周年を記念し、募集テーマを「未来に伝えたい山口の〇〇」として、市民の身近にある、自然や

風景をはじめ、公共施設、伝統、行事・お祭り、暮らし・営みなど、〇〇に当てはまる、未来に伝えたい

本市の魅力を写真に収めていただき、今一度山口市の魅力的な景観を再確認してもらうことを目的と

します。 

 

２ 応募要件等 

応募資格 
・市内在住者又は山口市をこよなく愛する方(一般の部) 

・市内の小学生又は山口市が大好きな小学生(小学生の部) 

応募サイズ 原則データでの提出（１人３点まで） 

応募作品の 

取り扱い 
返却しない ※著作権等一切の権利は市へ帰属。 

応募規定 

・令和６年１１月以降に自分で撮影されたもの 

・他の写真コンテストに応募していないもの 

・加工・合成をしていないもの 

・公共の場所など市内誰もが自由に訪れることができる場所から撮影されたもの 

・個人が特定できる作品で無いもの(特定できる場合は撮影された者の了解を得たもの) 

審査方法 

・市民投票（インスタグラム、市ウェブサイト、市内６総合支所での展示） 

・一次審査（景観審議会委員による） 

・最終審査（景観審議会による審議） 

表彰 大賞各１点、入賞各５点程度 

 

３ スケジュール(案) 

令和７年７月～１１月       作品募集 

令和８年１月～令和８年２月 市民投票（各総合支所、市ウェブサイト、インスタグラム） 

令和８年３月～５月        一次審査、受賞作品の決定（景観審議会） 

令和８年６月１日前後      表彰式 

 


